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津市榊原自然の森温泉保養館整備・運営事業実施業務に係る 

最優先交渉権者等の決定について 

 

 令和２年５月１５日（金）開催の第４回津市榊原自然の森温泉保養館整備・運営事

業実施業務プロポーザル方式審査委員会の審査結果に基づき、津市榊原自然の森温泉

保養館整備・運営事業実施業務に係る最優先交渉権者等を下記のとおり決定しました。 

 

記 

 

１ 選考結果 

 ⑴ 最優先交渉権者 

  ア 代表事業者（管理運営事業者）：株式会社マザーズ 

  イ 構成事業者（設計事業者）  ：株式会社マール 

  ウ 構成事業者（建設事業者）  ：日本建設株式会社名古屋支店 

 ⑵ 次順位交渉権者 

  ア 代表事業者（管理運営事業者）：株式会社アドバンス中央 

  イ 構成事業者（設計事業者）  ：株式会社中部都市建築設計事務所 

  ウ 構成事業者（建設事業者）  ：株式会社宇戸平工務店 

２ 今後の予定 

 ⑴ 令和２年６月上旬から最優先交渉権者との交渉及び協議 

 ⑵ 令和２年９月補正予算に事業に係る予算を計上 

 ⑶ 令和２年９月補正予算議決後に基本契約の締結 

 ⑷ 基本契約締結後に事業着手 

 ⑸ 令和４年９月にリニューアルオープン 

３ その他 

  最優先交渉権者との交渉及び協議が成立せず、基本契約の締結が不可能と判断し

た場合は、次順位交渉権者を新たな最優先交渉権者として、交渉及び協議を行いま

す。 

 


